
令和７年１０月１日時点 
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地
区
の
区
分 

地区の名称 

(用途地域) 

住宅地区 

（第一種中高層住居

専用地域） 

沿道住宅地区 

（第二種中高層住居専

用地域） 

集合住宅A地区 

（第二種住居地域） 

集合住宅 B地区 

（第二種住居地域） 

沿道サービスA地区 

（近隣商業地域） 

沿道サービス B地区 

（準工業地域） 

商業地区 

（近隣商業地域） 

ロジスティクスパーク

地区 

（準工業地域） 

工業地区 

（準工業地域） 

面積 約 5.5ha 約 5.0ha 約 6.6ha 約 0.4ha 約 1.9ha 約 1.1ha 約 5.4ha 約 1４.8ha 約 1５.4ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途

の制限 

次の各号に掲げる
建築物以外の建築
物を建築してはな
らない（用途利用し
てはならない）。 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない（用途利用してはならない）。 

１．戸建て住宅 
２．共同住宅（三親
等以内の血族及
び三親等以内の
姻族が住居する
ためのものに限
る） 

３.公益上必要な建
築物のうち、建築
基準法施行令第
130条の 4の 3
～5 号に掲げる
建築物 

４．自動車車庫で床
面積の合計が三
百平方メートル
以内のもの（三
階以上の部分を
その用途に供す
るものを除く。） 

５.前各号の建築物
に付属するもの
（政令で定めるも
のを除く） 

1.共同住宅（三親等
以内の血族及び三
親等以内の姻族が
住居するためのも
のを除く） 

２．店舗、飲食店その
他これらに類する
用途に供するもの
でその用途に供す
る部分の床面積の
合計が五百平方メ
ートルを超えるも
の 

３.神社、寺院、教会
その他これらに類
するもの 

４.火薬、石油類、ガ
スなどの危険物の
貯蔵・処理に供す
る建築物 

1.戸建て住宅 
2.神社、寺院、教会
その他これらに類
するもの 

３.自動車教習所 
４.畜舎 
５.マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、
勝馬投票券発売
所、場外車券売場
その他これらに類
するもの 

６.カラオケボックスそ
の他これに類する
もの 

７.危険性や環境を悪
化させる恐れが非
常に少ない工場 

８.火薬、石油類、ガ
スなどの危険物の
貯蔵・処理に供す
る建築物 

１ .神社、寺院、教会
その他これらに類
するもの 

２.自動車教習所 
３.畜舎 
４.マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、
勝馬投票券発売
所、場外車券売場
その他これらに類
するもの 

５.カラオケボックスそ
の他これに類する
もの 

６.危険性や環境を悪
化させる恐れが非
常に少ない工場 

７.火薬、石油類、ガ
スなどの危険物の
貯蔵・処理に供す
る建築物 

1.店舗、飲食店その他
これらに類する用途
に供するものでその
用途に供する部分
の床面積の合計が
一万平方メートルを
超えるもの 

2.神社、寺院、教会そ
の他これらに類する
もの 

３.自動車教習所 
４.畜舎 
５.劇場、映画館、演芸
場若しくは観覧場又
はナイトクラブその
他これに類する政令
で定めるもの 

６.マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝
馬投票券発売所、場
外車券売場その他
これらに類するもの 

７.カラオケボックスそ
の他これに類するも
の 

８．火薬、石油類、ガス
などの危険物の貯
蔵・処理に供する建
築物 

1.住宅 
２．共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

３．住宅で事務所、店舗
その他これらに類する
用途を兼ねるもののう
ち政令で定めるもの 

４．学校（大学、高等専門
学校、専修学校及び
各種学校を除く。） 

５.店舗、飲食店その他こ
れらに類する用途に
供するものでその用
途に供する部分の床
面積の合計が一万平
方メートルを超えるも
の 

６.神社、寺院、教会その
他これらに類するもの 

７.自動車教習所 
８.畜舎 
９.劇場、映画館、演芸場
若しくは観覧場又は
ナイトクラブその他こ
れに類する政令で定
めるもの 

１１.マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車
券売場その他これら
に類するもの 

1２.カラオケボックスそ
の他これに類するもの 

１３．キャバレー 

1.住宅 
２.共同住宅、寄宿舎
又は下宿 

３.住宅で事務所、店
舗その他これらに
類する用途を兼ね
るもののうち政令
で定めるもの 

4.神社、寺院、教会
その他これらに類
するもの 

５.自動車教習所 
６.畜舎（動物病院、
ペットショップその
他これらに類する
ものを除く。） 

７.マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、
勝馬投票券発売
所、場外車券売場
その他これらに類
するもの 

８.ナイトクラブ 
９.危険性や環境を悪
化させる恐れが非
常に少ない工場 

1０.危険性や環境を
悪化させる恐れが
少ない工場 

11.火薬、石油類、ガ
スなどの危険物の
貯蔵・処理に供す
る建築物 

1.住宅 
２.共同住宅、寄宿舎又
は下宿 

３.住宅で事務所、店舗
その他これらに類する
用途を兼ねるものの
うち政令で定めるもの 

４.神社、寺院、教会その
他これらに類するもの 

５．店舗、飲食店その他
これらに類する用途に
供するものでその用
途に供する部分の床
面積の合計が一万平
方メートルを超えるも
の 

６.劇場、映画館、演芸場
若しくは観覧場又は
ナイトクラブその他こ
れに類する政令で定
めるもの 

７.マージャン屋、ぱちん
こ屋、射的場、勝馬投
票券発売所、場外車
券売場その他これら
に類するもの 

８.カラオケボックスその
他これに類するもの 

９．キャバレー 
10.畜舎 
１1.自動車修理工場 
１2．危険性や環境を悪
化させるおそれがや
や多い工場 

１3．卸売市場、火葬場
又はと畜場、汚物処
理場、ごみ焼却場そ
の他政令で定める処
理施設の用途に供す
る建築物 

 

1.住宅 
２.共同住宅、寄宿舎又は下
宿 

３.住宅で事務所、店舗その
他これらに類する用途を
兼ねるもののうち政令で
定めるもの 

４.神社、寺院、教会その他
これらに類するもの 

５．店舗、飲食店その他これ
らに類する用途に供する
ものでその用途に供する
部分の床面積の合計が
一万平方メートルを超え
るもの 

６.劇場、映画館、演芸場若
しくは観覧場又はナイトク
ラブその他これに類する
政令で定めるもの 

７.マージャン屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場そ
の他これらに類するもの 

８.カラオケボックスその他こ
れに類するもの 

９．キャバレー 
10.畜舎 
１1.建築基準法別表第二
（ぬ）第三項第五号、第六
号、第十三号、第十三の
二号、第二十号に掲げる
事業を営む工場 

１2．石綿を含有する製品の
製造又は粉砕を行う事業
を営む工場 

１3．卸売市場、火葬場又は
と畜場、汚物処理場、ご
み焼却場その他政令で
定める処理施設の用途に
供する建築物 

建築物の敷地面

積の最低限度 

150㎡ 300㎡ １５０㎡ 400㎡ 500㎡ 

※ただし、告示日において現に存する区画で、建設物の敷地面積の最低限度に満たないものについては、その全部を一つの敷地として利用する場合はこの限りではない。 

 


